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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれスコープと接続可能な複数のプロセッサと、
　前記複数のプロセッサとデータ送信可能な状態で接続されるプロセッサ制御装置とを備
え、
　前記プロセッサ制御装置が、
　前記複数のプロセッサそれぞれに対し、プロセッサを起動させる起動信号およびプロセ
ッサ動作を停止させる停止信号の少なくともいずれかを出力可能なプロセッサ動作制御手
段を有し、
　前記複数のプロセッサ各々が、
　プロセッサを起動させるための電源供給を行う第１の電源供給部と、
　予備電源によって動作し、起動信号に基づいた前記第１の電源供給部のＯＮへの切替お
よび停止信号に基づいた前記第１の電源供給部のＯＦＦへの切替のうち少なくともいずれ
かを実行可能な電源制御手段と、
　予備電源を前記電源制御手段へ供給する第２の電源供給部とを有することを特徴とする
内視鏡システム。
【請求項２】
　前記プロセッサ動作制御手段が、複数のプロセッサのうち所定のプロセッサに対して起
動信号もしくは停止信号を選択的に出力することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡シ
ステム。
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【請求項３】
　前記プロセッサ動作制御手段が、前記第１の電源供給部がＯＮ状態であるか否かを検出
する電源検出信号を前記電源制御手段へ送信し、
　前記電源制御手段が、ＯＮ状態であることを示す電源状態信号を前記プロセッサ動作制
御手段へ送信することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項４】
　前記プロセッサ動作制御手段が、前記第１の電源供給部がＯＦＦ状態であるか否かを検
出する電源検出信号を前記電源制御手段へ送信し、
　前記電源制御手段が、ＯＦＦ状態であることを示す電源状態信号を前記プロセッサ動作
制御手段へ送信することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項５】
　前記プロセッサ動作制御手段が、起動させるプロセッサに対し、そのプロセッサに関係
する被験者関連データを起動信号に合わせて送信することを特徴とする請求項１に記載の
内視鏡システム。
【請求項６】
　前記プロセッサが、動作停止時に、内視鏡作業に関連するデータを被験者関連データに
対応づけて前記プロセッサ動作制御手段へ送信するデータ送信手段をさらに有することを
特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項７】
　それぞれスコープと接続可能な複数のプロセッサとデータ送信可能な状態で接続される
プロセッサ制御装置から、前記複数のプロセッサそれぞれに対し、プロセッサを起動させ
る起動信号およびプロセッサ動作を停止させる停止信号の少なくともいずれかを出力する
プロセッサ動作制御手段を作動させ、
　第２の電源供給部から予備電源が供給されるとともに、起動信号に基づき、プロセッサ
を起動させるための電源供給を行う第１の電源供給部のＯＮへの切替および停止信号に基
づいた前記第１の電源供給部のＯＦＦへの切替のうち少なくともいずれかを実行する電源
制御手段を作動させることを特徴とする内視鏡システムの作動方法。
【請求項８】
　複数のプロセッサそれぞれに対し、内視鏡プロセッサを起動させる起動信号および内視
鏡プロセッサ動作を停止させる停止信号の少なくともいずれかを出力し、複数の内視鏡プ
ロセッサの電源管理をリモートコントロールする内視鏡プロセッサ制御装置とデータ送信
可能な状態で接続され、
　内視鏡プロセッサを起動させるための電源供給を行う第１の電源供給部と、
　予備電源によって動作し、前記内視鏡プロセッサ制御装置から送られてくる起動信号に
基づいた内視鏡プロセッサを起動させる前記第１の電源供給部のＯＮへの切替および前記
内視鏡プロセッサ制御装置から送られてくる停止信号に基づいた内視鏡プロセッサ動作を
停止させる前記第１の電源供給部のＯＦＦへの切替のうち少なくともいずれかを実行可能
な電源制御手段と、
　予備電源を前記電源制御手段へ供給する第２の電源供給部と
　を備えたことを特徴とする内視鏡プロセッサ。
【請求項９】
　動作停止時に、内視鏡作業に関連するデータを被験者関連データに対応づけて前記内視
鏡プロセッサ制御装置へ送信するデータ送信手段をさらに有することを特徴とする請求項
８に記載の内視鏡プロセッサ。
【請求項１０】
　それぞれスコープと接続可能な複数の内視鏡プロセッサとデータ送信可能な状態で接続
され、
　前記複数の内視鏡プロセッサそれぞれに対し、内視鏡プロセッサを起動させる起動信号
および内視鏡プロセッサ動作を停止させる停止信号の少なくともいずれかを出力可能なプ
ロセッサ動作制御手段を備え、
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　前記プロセッサ動作制御手段が、起動させる内視鏡プロセッサに対し、そのプロセッサ
に関係する被験者関連データを起動信号に合わせて送信することを特徴とする内視鏡プロ
セッサ制御装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載された内視鏡プロセッサ制御装置とデータ送信可能な状態で接続され
る内視鏡プロセッサであって、
　内視鏡プロセッサを起動させるための電源供給を行う第１の電源供給部と、
　予備電源によって動作し、前記内視鏡プロセッサ制御装置から送られてくる起動信号に
基づいた内視鏡プロセッサを起動させる前記第１の電源供給部のＯＮへの切替および前記
内視鏡プロセッサ制御装置から送られてくる停止信号に基づいた内視鏡プロセッサ動作を
停止させる前記第１の電源供給部のＯＦＦへの切替のうち少なくともいずれかを実行可能
な電源制御手段と、
　予備電源を前記電源制御手段へ供給する第２の電源供給部と
　を備えたことを特徴とする内視鏡プロセッサ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のプロセッサを備えた内視鏡システムに関し、特に、プロセッサの電源
制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療現場などにおいては、検査や手術、処置などの作業室に内視鏡装置を配置し、遠隔
地にある管理室のコントローラとの間でデータ通信可能な内視鏡システムが構築されてお
り、観察画像データ、あるいは患者情報などのデータが作業室と管理室との間で送信され
る（例えば、特許文献１参照）。一方、複数の作業室にそれぞれ内視鏡装置を設置し、Ｌ
ＡＮなどのネットワークによって、データ通信をプロセッサ間で行うことが可能である（
例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開平１１－３１８８２３号公報
【特許文献２】特開２００１－４４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　複数の作業室にそれぞれ内視鏡装置を配置するシステムでは、内視鏡装置を起動させる
場合、各部屋へ赴いて電源スイッチを操作する必要がある。また、手術終了後に内視鏡装
置の電源をＯＦＦに切り替える場合にも、電源スイッチの操作を各内視鏡装置に対して行
う必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の内視鏡システムは、それぞれスコープと接続可能な複数のプロセッサと、前記
複数のプロセッサとデータ送信可能な状態で接続されるプロセッサ制御装置とを備える。
例えば、複数の作業室にそれぞれ内視鏡装置が設置され、遠隔地にプロセッサ制御装置が
設置される。ただし、作業室は、処置室、検査室、手術室などを含む医療行為に関連する
部屋を意味する。あるいは、同じ場所に複数の内視鏡装置を設置してもよい。プロセッサ
制御装置には、モニタ、キーボードが接続され、例えばオペレータのキーボード操作に応
じてプロセッサの電源制御が実行される。プロセッサは、撮像素子を有するビデオスコー
プに接続される信号処理装置であるが、ファイバスコープの光源装置にプロセッサを組み
込んだ内視鏡装置を構成してもよい。プロセッサとプロセッサ制御装置との間でデータ通
信を行う構成としては、例えば、インターネット、あるいはＬＡＮなどのローカルエリア
ネットワークを構築すればよい。
【０００５】
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　本発明のプロセッサ制御装置は、複数のプロセッサそれぞれに対し、プロセッサを起動
させる起動信号およびプロセッサ動作を停止させる停止信号の少なくともいずれかを出力
可能なプロセッサ動作制御手段を有する。ここで、プロセッサの起動は、処置等の内視鏡
作業を可能にすべくプロセッサ内部の回路へ電源供給することを示す。一方、プロセッサ
動作の停止は、内視鏡作業を行うためのプロセッサ内の回路への電源供給を停止すること
を示し、いわゆるスリープモードの設定に対応したものと考えてよい。
【０００６】
　一方、プロセッサは、プロセッサを起動させるための電源供給を行う第１の電源供給部
と、補助電源によって動作し、起動信号に基づいた第１の電源供給部のＯＮへの切替およ
び停止信号に基づいた第１の電源供給部のＯＦＦへの切替のうち少なくともいずれかを実
行可能な電源制御手段と、予備電源を電源制御手段へ供給する第２の電源供給部とを有す
る。例えば商用電源によって第２の電源供給部へ予備電源を供給する。電源制御手段は、
プロセッサ制御装置からの信号に基づいて第１の電源供給部のＯＮ／ＯＦＦを制御し、リ
モートコントロールによって各プロセッサの電源状態が管理される。プロセッサの起動と
停止両方を制御するようにしてもよく、あるいは、プロセッサの起動、停止の一方を制御
するように構成してもよい。
【０００７】
　すべてのプロセッサに対して同じ電源制御を行ってもよいが、必要な時に特定のプロセ
ッサを電源制御するため、プロセッサ動作制御手段は、複数のプロセッサのうち所定のプ
ロセッサに対して起動信号もしくは停止信号を選択的に出力するのが好ましい。例えば、
ＬＡＮ等のネットワークによってプロセッサとプロセッサ制御装置が接続されている場合
、ＴＣＰ／ＩＰのドライバ組み込み、ＩＰアドレスによって各プロセッサを特定し、電源
制御を行えばよい。
【０００８】
　プロセッサが起動中であるかあるいはスリープモード状態であるかを事前にプロセッサ
制御装置において確認するため、プロセッサ動作制御手段は、プロセッサ動作制御手段が
、第１の電源供給部がＯＮ状態であるか否かを検出する電源検出信号を電源制御手段へ送
信し、電源制御手段が、ＯＮ状態であることを示す電源状態信号をプロセッサ動作制御手
段へ送信するのが望ましい。あるいは、プロセッサ動作制御手段が、第１の電源供給部が
ＯＦＦ状態であるか否かを検出する電源検出信号を電源制御手段へ送信し、電源制御手段
が、ＯＦＦ状態であることを示す電源状態信号をプロセッサ動作制御手段へ送信するのが
よい。
【０００９】
　各作業室で検査等を受ける被験者があらかじめ決められている場合、被験者関連データ
をプロセッサに送るのが望ましい。そのため、プロセッサ動作制御手段は、起動させるプ
ロセッサに対し、そのプロセッサに関係する被験者関連データを動作信号に合わせて送信
するのがよい。被験者関連データは、例えば患者名、年齢、性別などのデータや、執刀医
などである。
【００１０】
　内視鏡装置を使用する場合、患者に使用したプロセッサ、スコープの種類、番号、型番
、手術などの作業時間などを、作業データとして残すことがある。そのため、プロセッサ
は、動作停止時に、内視鏡作業に関連するデータを被験者関連データに対応づけてプロセ
ッサ動作制御手段へ送信するデータ送信手段をさらに設けるのが望ましい。例えば、プロ
セッサ起動時に、プロセッサ関連データを被験者関連データと対応付け、ビデオスコープ
接続時に、ビデオスコープ関連データと被験者関連データとを対応づけて一時的にメモリ
へ記憶させればよい。あるいは、光源点灯時間を内視鏡作業時間と見なし、光源点灯時間
を計測して被験者関連データと対応づけて記憶してもよい。
【００１１】
　本発明の内視鏡システム用電源制御方法は、それぞれスコープと接続可能な複数のプロ
セッサとデータ送信可能な状態で接続されるプロセッサ制御装置から、複数のプロセッサ
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それぞれに対し、プロセッサを起動させる起動信号およびプロセッサ動作を停止させる停
止信号の少なくともいずれかを出力し、起動信号に基づき、プロセッサを起動させるため
の電源供給を行う第１の電源供給部のＯＮへの切替および停止信号に基づいた第１の電源
供給部のＯＦＦへの切替のうち少なくともいずれかを実行し、予備電源を電源制御手段へ
供給することを特徴とする。
【００１２】
　本発明の内視鏡プロセッサは、プロセッサ制御装置とデータ送信可能な状態で接続され
、プロセッサを起動させるための電源供給を行う第１の電源供給部と、予備電源によって
動作し、プロセッサを起動させる起動信号に基づいた第１の電源供給部のＯＮへの切替お
よびプロセッサ動作を停止させる停止信号に基づいた第１の電源供給部のＯＦＦへの切替
のうち少なくともいずれかを実行可能な電源制御手段と、予備電源を電源制御手段へ供給
する第２の電源供給部とを備えたことを特徴とする。
【００１３】
　本発明の内視鏡プロセッサ制御装置は、それぞれスコープと接続可能な複数のプロセッ
サとデータ送信可能な状態で接続され、複数のプロセッサそれぞれに対し、プロセッサを
起動させる起動信号およびプロセッサ動作を停止させる停止信号の少なくともいずれかを
出力可能なプロセッサ動作制御手段を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、プロセッサの電源管理をリモートコントロールすることが可能である
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下では、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
【００１６】
　図１は、本実施形態である内視鏡システムのブロック図である。
【００１７】
　図１に示すように、検査室Ａ、Ｂ、Ｃにそれぞれ電子内視鏡装置１００、２００、３０
０が設置されており、コントローラ５００が検査室から離れた遠隔地にある管理室に配置
されている。電子内視鏡装置１００、２００、３００には、それぞれＬＡＮケーブルが接
続されており、コントローラ５００は、ハブ４００を介して電子内視鏡装置１００、２０
０、３００とネットワーク通信可能である。各検査室では、それぞれ内視鏡による診断、
処置、あるいは手術が行われる。管理室のコントローラ５００は、電子内視鏡装置１００
、２００、３００との間で画像データ等のデータを相互通信可能であり、また、各電子内
視鏡装置の電源を制御する。
【００１８】
　図２は、検査室Ａに設置された電子内視鏡装置１００のブロック図である。なお、他の
電子内視鏡装置２００、３００も同様な構成になっている。
【００１９】
　電子内視鏡装置は、ビデオスコープ１０とプロセッサ２０とを備え、プロセッサ２０に
は、モニタ３０が接続される。ビデオスコープ１０は、プロセッサ２０に着脱自在に接続
され、また、検査室内のオペレータによって操作されるキーボード（図示せず）がプロセ
ッサ２０に接続される。メイン電源ボタン２５に対する操作によって、電源部２８からプ
ロセッサ２０の各回路へ電源が供給される。
【００２０】
　プロセッサ２０のランプボタン３１が操作されると、ランプ制御回路３３からランプ２
４へ電源が供給され、ランプ２４が点灯する。ランプ２４から放射された光は、絞り２６
、集光レンズ（図示せず）を介してライトガイド１２の入射端１２Ａに入射する。光ファ
イバー束によって構成されるライトガイド１２は、ランプ２４の光をスコープ先端部へ伝
達し、ライトガイド１２を通った光は、配光レンズ（図示せず）を介してスコープ先端部
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から射出する。これにより、観察部位が照明される。
【００２１】
　観察部位において反射した光は、対物レンズ（図示せず）を通り、ＣＣＤ１４の受光面
に到達する。その結果、被写体像がＣＣＤ１４に形成され、被写体像に応じた画像信号が
生成される。画像信号はＣＣＤ１４から一定の時間間隔で読み出され、プロセッサ２０の
信号処理回路２２へ送られる。ＣＣＤ１４からの画像信号読み出しは、信号処理回路２２
内部に設けられたＣＣＤドライバによって制御され、ここでは、ビデオ規格としてＮＴＳ
Ｃ方式に従い、１フィールド分の画像信号が１／６０秒間隔で順次読み出される。
【００２２】
　信号処理回路２２では、ホワイトバランス調整、ガンマ補正など画像信号に対して様々
な処理が施され、所定のビデオ規格に従った映像信号が生成される。生成された映像信号
はインターフェイス回路（Ｉ／Ｆ）２７を介してモニタ３０へ出力され、これにより、観
察画像がモニタ３０に表示される。また、信号処理回路２２では、画像信号に基づいて輝
度信号が生成される。
【００２３】
　ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭを含むシステムコントロール回路２１は、プロセッサ２０の動
作を制御し、信号処理回路２２など各回路へ制御信号を出力する。ＲＯＭには動作制御に
関するプログラムが格納されている。ビデオスコープ１０にはＥＥＰＲＯＭ１３が設けら
れており、ビデオスコープ１０の型番号、シリアルナンバーなどビデオスコープ１０に関
するデータが格納されている。ビデオスコープ１０がプロセッサ２０に接続されると、ビ
デオスコープ１０に関するデータはＥＥＰＲＯＭ１３からシステムコントロール回路２１
のＲＡＭへ送信される。
【００２４】
　絞り２６は、ランプ２４からの照明光の光量を調整するため開閉し、モータなどの駆動
部（図示せず）によって駆動される。調光回路２３は、信号処理回路２２から送られてく
る輝度データに基づき、モニタ３０に表示される被写体像が適正な明るさで維持されるよ
うに、絞り２６の開閉動作を制御する。
【００２５】
　システムコントロール回路２２はインターフェイス回路２７を介して外部のコントロー
ラ５００との通信を実行し、ＴＣＰ／ＩＰの通信プロトコルに従ってデータを相互通信す
る。システムコントロール回路２２に接続される通信用メモリ２９には、管理室のコント
ローラ５００との間で送信、受信されるデータが格納される。
【００２６】
　図３は、コントローラ５００のブロック図である。
【００２７】
　コントローラ５００には、キーボード５４０、モニタ５６０が接続されており、オペレ
ータは、キーボード５４０を操作しながら検査室に配置された電子内視鏡装置１００～３
３００との間でデータの送受信を行う。コントローラ５００は、患者メモリ５３０、制御
部５５０を備え、制御部５５０はコントローラ５００の動作を制御する。患者メモリ５３
０には、患者に関連するＩＤデータが格納されている。
【００２８】
　図４は、電子内視鏡装置１００の電源部２８のブロック図である。なお、他の電子内視
鏡装置の電源回路も同様の構成になっており、以下では、いずれのプロセッサの構成要素
についても、図２で示した電子内視鏡装置１００で使用されている符号を用いることにす
る。
【００２９】
　電源部２８は、第１電源回路３２、第２電源回路３４とを備える。商用電源から入力さ
れる交流電源は、第１電源回路３２、第２電源回路３４に入力されるとＡＣ／ＤＣ変換さ
れる。第１電源回路３２は、プロセッサ１０を起動および動作させるため、プロセッサ１
０内の回路全体へ電源供給を行う。第１電源回路３２は、システムコントロール回路２１
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からの制御信号によってＯＮからＯＦＦ、およびＯＦＦからＯＮに切り替えられ、ＯＮ状
態の時のみ回路全体へ電源供給可能である。
【００３０】
　第２電源回路３４は、商用電源の入力によってシステムコントロール回路２１へ常時電
源供給を行っている。また、システムコントロール回路２１を介してインターフェイス回
路２７内のＬＡＮ出力ポート３６へ電源を供給する。第２電源回路３４は、プロセッサ２
０内部において起動するために最低限必要な回路だけに電源を供給する、いわゆるスリー
プモード設定のために設けられており、第２電源回路３４からの出力電流は、第１電源回
路３２からの出力電流に比べて非常に小さい。
【００３１】
　図５は、コントローラ５００の制御部５５０で実行される電源ＯＮ制御処理のフローチ
ャートである。
【００３２】
　ステップＳ１０１では、データ送信可能なプロセッサを検出するための信号が、プロセ
ッサ１００～３００に送信される。各プロセッサにはＴＣＰ／ＩＰドライバが組み込まれ
ており、それぞれアドレスが割り当てられている。コントローラ５００には、プロセッサ
１００～３００のアドレスがあらかじめ記憶されており、リモート通信可能であるか確認
するための検出信号がアドレスに基づいて各プロセッサへ送信される。
【００３３】
　プロセッサがＬＡＮケーブルによってコントローラ５００とネットワーク接続されてい
る場合、受信信号がＬＡＮ出力ポート３６からコントローラ５００へ送信される。一方、
ＬＡＮケーブルがプロセッサに接続されていない場合、受信信号がコントローラ５００へ
送信されない。ステップＳ１０２では、プロセッサから送られてくる受信信号に基づいて
、データ通信可能な（ネットワーク接続されている）プロセッサが確認され、モニタ５６
０へ通信可能なプロセッサが表示される。
【００３４】
　ステップＳ１０３では、特定のプロセッサのメイン電源をＯＮにする、すなわちプロセ
ッサを起動させるため、キーボード５４０がオペレータによって操作されたか否かが判断
される。キーボード５４０が操作されていないと判断されると、繰り返しステップＳ１０
３が実行される。一方、キーボード５４０が操作されたと判断された場合、ステップＳ１
０４へ進み、オペレータによって選択されたプロセッサの電源状態を検出するための信号
が送信される。そして、ステップＳ１０５では、選択されたプロセッサから送られてきた
電源状態を示す信号に基づき、その起動させるプロセッサがスリープモードであるか否か
が判断される。すなわち、第１電源回路３２がＯＦＦ状態であるか否かが判断される。
【００３５】
　起動させるプロセッサがスリープモードであると判断された場合、ステップＳ１０６へ
進み、第１電源回路３２をＯＮ状態に切り替えるためのコマンドデータがプロセッサへ送
信される。そして、ステップＳ１０７では、選択されたプロセッサに対応する患者のＩＤ
データが、選択されたプロセッサへ送信される。患者名、患者の年齢などを含むＩＤデー
タは、あらかじめコントローラ５００の患者メモリ５３０に記憶されており、検査、処置
、手術等の検査を行う患者（被験者）のデータが、検査室、すなわち検査室に配置された
プロセッサに対応づけて記憶されている。したがってステップＳ１０５では、選択された
プロセッサのおかれた検査室で処置等される被験者のＩＤデータが送信される。検査室、
プロセッサは、診察、検査予定、スケジュールなどに従って特定される。一方、ステップ
Ｓ１０５においてプロセッサがスリープモードではないと判断された場合、ステップＳ１
０８へ進み、プロセッサが稼働中（動作中）であることをモニタ５６０に表示する。なお
、ステップＳ１０２～Ｓ１０８の処理は、電源制御を行うプロセッサに対してそれぞれ実
行される。
【００３６】
　図６は、起動されるプロセッサのシステムコントロール回路２１で実行される起動処理
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を示したフローチャートである。
【００３７】
　ステップＳ２０１では、コントローラ５００から電源状態を確認するための信号が送信
されてきたか否かが判断される。送信されてきていないと判断されると、ステップＳ２０
１が繰り返し実行される。一方、信号が送信されてきたと判断されると、ステップＳ２０
２へ進む。
【００３８】
　ステップＳ２０２では、プロセッサの電源状態を示す信号、すなわちスリープモード状
態もしくはメイン電源ＯＮ状態を示す信号がコントローラ５００へ送信される。ステップ
Ｓ２０３では、メイン電源をＯＮに切り替えるコマンドデータがコントローラ５００から
送信されてきたか否かが判断される。コマンドデータが送信されてきていないと判断され
ると、ステップＳ２０３が繰り返し実行される。一方、コマンドデータが送信されてきた
と判断されると、ステップＳ２０４へ進む。
【００３９】
　ステップＳ２０４では、第１電源回路３２をＯＮに切り替える制御信号がシステムコン
トロール回路２１から第１電源回路３２へ出力される。そして、ステップＳ２０５では、
コントローラ５００から送られてくる患者のＩＤデータが受信され、通信用メモリ２９の
所定のアドレスに格納される。ステップＳ２０６では、あらかじめＲＯＭに格納されてい
たプロセッサの型番、シリアルナンバーのデータが読み出され、通信用メモリ２９に格納
されたＩＤデータと対応づけるように、所定のアドレスに格納される。　　
【００４０】
　図７は、プロセッサのシステムコントロール回路２１で実行されるビデオスコープ接続
時の処理を示したフローチャートである。
【００４１】
　ステップＳ３０１では、ビデオスコープ１０がプロセッサ２０に接続されているか否か
が判断される。ビデオスコープ１０に接続されていると判断されると、ステップＳ３０２
へ進み、ビデオスコープ１０のＥＥＰＲＯＭ１３からビデオスコープ１０の型番、シリア
ルナンバーを含むビデオスコープ関連データが読み出され、プロセッサ２０のＲＡＭに記
憶される。そして、ステップＳ３０３では、ビデオスコープ１０の型番、シリアルナンバ
ーが、患者とＩＤデータと対応づけるように、通信用メモリ２９の所定のアドレスに記憶
される。
【００４２】
　図８は、プロセッサのシステムコントロール回路２１によって実行される内視鏡検査時
間を検出する処理を示したフローチャートである。
【００４３】
　ステップＳ４０１では、ランプボタン３１がオペレータの操作によってＯＮ状態になっ
たか否かが判断される。ランプボタン３１がＯＮ状態にされていないと判断された場合、
ステップＳ４０１が繰り返し実行される。一方、ランプボタン３１がＯＮ状態にされたと
判断されると、ステップＳ４０２へ進む。
【００４４】
　ステップＳ４０２では、プロセッサに設けられたタイマー（図示せず）によってランプ
点灯時間の計測が開始される。ステップＳ４０３では、ランプボタン３１がオペレータの
操作によってＯＦＦ状態になったか否かが判断される。ランプボタン３１がＯＦＦ状態に
なったと判断されると、ステップＳ４０４へ進み、ランプボタン３１のＯＦＦからステッ
プ４０２の点灯時間計測開始までの時間が検出される。
【００４５】
　ステップＳ４０５では、計測されたランプ点灯時間がＩＤデータと対応付けられて通信
用メモリ２９の所定のアドレスに格納される。通常、手術等の内視鏡検査を開始するとき
にランプボタンをＯＮにし、検査終了時にＯＦＦに切り替えることから、ランプ点灯時間
は、内視鏡検査時間（手術時間、検査時間など）に相当する。したがって、ランプ点灯時
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間を検査時間とみなす。
【００４６】
　図９は、コントローラ５００の制御部５５０によって実行される電源ＯＦＦ制御処理を
示したフローチャートである。
【００４７】
　ステップＳ５０１では、オペレータによって、所定のプロセッサを電源ＯＦＦにするた
めキーボード５４０が操作されたか否かが判断される。図５のステップＳ１０２において
リモート通信可能なプロセッサがすでに確認されており、管理室のオペレータは、所定の
検査室における検査等がすべて終了したと判断すると、その検査室に設置されたプロセッ
サのメイン電源をＯＦＦにする、すなわちスリープモードに設定する操作を管理室で行う
。
【００４８】
　ステップＳ５０２では、メイン電源をＯＦＦに設定するプロセッサの電源状態を検出す
るための検出信号が選択されたプロセッサへ送信される。そしてステップＳ５０３では、
プロセッサから送られてくる電源状態を示す信号に基づき、メイン電源をＯＦＦするプロ
セッサが稼働中であるか、すなわち第１電源回路３２がＯＮ状態であるか否かが判断され
る。
【００４９】
　ステップＳ５０３において、選択されたプロセッサが稼働中ではない、すなわちプロセ
ッサがすでにスリープモードに設定されていると判断されると、ステップＳ５０６へ進み
、プロセッサがスリープモード状態であることをモニタ５６０に表示する。一方、ステッ
プＳ５０３において、プロセッサが稼働中であってメイン電源がＯＮ状態であると判断さ
れた場合、ステップＳ５０４へ進み、電源ＯＦＦのコマンドデータがプロセッサへ送信さ
れる。
【００５０】
　ステップＳ５０５では、電源ＯＦＦされるプロセッサから送信されてくる患者のＩＤデ
ータと、ＩＤデータと対応付けられたビデオスコープの型番、シリアルナンバー、プロセ
ッサの型番、シリアルナンバー、内視鏡検査時間（ランプ点灯時間）を含むデータ（以下
では、内視鏡検査関連データという）のデータが患者メモリ５３０へ格納される。なお、
ステップＳ５０１～Ｓ５０５の処理は、電源制御を行うプロセッサに対してそれぞれ実行
される。
【００５１】
　図１０は、メイン電源がＯＦＦ操作されるプロセッサのシステムコントロール回路２１
によって実行される動作停止処理を示したフローチャートである。
【００５２】
　ステップＳ６０１では、電源状態を確認するための信号を受信したか否かが判断される
。信号が受信されたと判断されると、ステップＳ６０２へ進み、メイン電源ＯＮ状態であ
る、もしくはスリープモード状態であることを示す信号がコントローラ５００へ送信され
る。ステップＳ６０３では、メイン電源ＯＦＦのコマンドデータを受信したか否かが判断
される。
【００５３】
　ステップＳ６０３において、メイン電源ＯＦＦのコマンドデータを受信したと判断され
ると、ステップＳ６０４へ進み、通信用メモリ２９に格納された患者のＩＤデータと、Ｉ
Ｄデータに対応付けられた内視鏡検査関連データがコントローラ５００へ送信される。そ
してステップＳ６０５では、システムコントロール回路２１からの制御信号により、第１
電源回路３２がＯＦＦに切り替えられる。
【００５４】
　以上のように本実施形態によれば、コントローラ５００と複数のプロセッサ１００、２
００、３００がＬＡＮケーブルによって接続され、各プロセッサは、プロセッサを起動さ
せる電源を供給する第１電源回路３２と、スリープモード状態においてシステムコントロ
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ール回路２１へ電源を供給する第２電源回路３４とを備える。コントローラ５００からプ
ロセッサを起動させるコマンドデータが送信されると、システムコントロール回路２１に
よって第１電源回路３２はＯＮに切り替えられる。これにより、プロセッサ内の各回路へ
電源が供給される。一方、コントローラ５００からプロセッサ動作を停止させるコマンド
データが送信されると、システムコントロール回路２１によって第１電源回路３２がＯＦ
Ｆに切り替えられ、プロセッサがスリープモードに設定される。
【００５５】
　また、起動させるプロセッサによって検査等の内視鏡検査が行われる被験者関連のＩＤ
データが、電源ＯＮのコマンドデータとともにプロセッサに送信される。そして、プロセ
ッサの型番、シリアルナンバー、そのプロセッサに接続されるビデオスコープの型番、シ
リアルナンバー、内視鏡検査時間に応じたランプ点灯時間といった内視鏡検査関連データ
が、被験者のＩＤデータと対応づけられて記憶される。そして、コントローラ５００から
電源ＯＦＦのコマンドデータが送信されると、内視鏡検査関連データと被験者のＩＤデー
タとがコントローラ５００へ送信される。
【００５６】
　電源制御に関しては、管理室のオペレータが、電源状態を確認してからメイン電源をＯ
Ｎ／ＯＦＦにするキーボード操作を行うように、二段階の操作ステップを踏む構成にして
もよい。あるいは、電源状態を確認せずにメイン電源のＯＮ／ＯＦＦ指令を行うように構
成してもよい。また、管理室のオペレータが電源ＯＦＦ制御する場合、ランプの点灯の有
無などのプロセッサが稼働中であるか否かを検出することによって確認してもよい。プロ
セッサが稼働中であることを考慮して図１０のステップＳ６０１、６０２の処理を省略し
てもよい。
【００５７】
　ＬＡＮケーブル以外によってネットワークを構成してもよく、ＴＣＰ／ＩＰ以外のアド
レス特定以外の方法によってコントローラがプロセッサを特定するように構成してもよい
。
【００５８】
　プロセッサ起動、停止時のデータ通信処理に関しては、患者のＩＤデータをプロセッサ
起動時に送信するだけ、あるいは、内視鏡検査関連データをプロセッサ停止時に送信だけ
するように構成してもよい。患者のＩＤデータ、内視鏡検査関連データは、上記以外の内
容を含む情報を備えていてもよい。
【００５９】
　スリープモード状態では、商用電源以外の電源（電池など）によって予備電源を供給す
るように構成してもよい。コントローラによるプロセッサの電源制御に関しては、メイン
電源ＯＮのみ制御、あるいはメイン電源ＯＦＦのみ制御するように構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本実施形態である電子内視鏡装置のブロック図である。
【図２】検査室Ａに設置された電子内視鏡装置のブロック図である。
【図３】コントローラのブロック図である。
【図４】電子内視鏡装置の電源部のブロック図である。
【図５】コントローラの制御部で実行される電源ＯＮ制御処理のフローチャートである。
【図６】起動されるプロセッサのシステムコントロール回路で実行される起動処理を示し
たフローチャートである。
【図７】プロセッサのシステムコントロール回路で実行されるビデオスコープ接続時の処
理を示したフローチャートである。
【図８】プロセッサのシステムコントロール回路によって実行される内視鏡検査時間を検
出する処理を示したフローチャートである。
【図９】コントローラの制御部によって実行される電源ＯＦＦ制御処理を示したフローチ
ャートである。
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【図１０】メイン電源がＯＦＦ操作されるプロセッサのシステムコントロール回路によっ
て実行される動作停止処理を示したフローチャートである。
【符号の説明】
【００６１】
　１０　ビデオスコープ
　２０　プロセッサ
　２１　システムコントロール回路（電源制御手段、データ送信手段）
　２８　電源部
　２９　通信用メモリ
　３２　第１電源回路
　３４　第２電源回路
　１００　電子内視鏡装置
　５００　コントローラ
　５３０　患者メモリ
　５５０　制御部（プロセッサ動作制御手段）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】



(14) JP 5033394 B2 2012.9.26

10

フロントページの続き

(72)発明者  日比　春彦
            東京都板橋区前野町２丁目３６番９号　ペンタックス株式会社内

    審査官  井上　香緒梨

(56)参考文献  特開平０８－１２２６５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０８１２６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１９１９１１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　１／００
              Ｇ０２Ｂ　　２３／２４
              Ａ６１Ｂ　　　５／００
              Ａ６１Ｂ　　１９／００
              Ｈ０４Ｎ　　　７／１８　　　　



专利名称(译) 内窥镜系统，内窥镜系统的操作方法，内窥镜处理器和内窥镜处理器控制装置

公开(公告)号 JP5033394B2 公开(公告)日 2012-09-26

申请号 JP2006293639 申请日 2006-10-30

[标]申请(专利权)人(译) 旭光学工业株式会社

申请(专利权)人(译) 宾得株式会社

当前申请(专利权)人(译) HOYA株式会社

[标]发明人 日比春彦

发明人 日比 春彦

IPC分类号 A61B1/04 A61B17/28 A61B17/32

CPC分类号 A61B1/045 A61B1/00036 A61B1/00059 A61B1/05 A61B2560/0214

FI分类号 A61B1/04.370 A61B17/28.310 A61B17/32.330 A61B1/00.640 A61B1/00.680 A61B1/04 A61B1/04.510 
A61B17/28 A61B17/94

F-TERM分类号 4C060/FF23 4C060/FF38 4C060/GG22 4C061/AA00 4C061/BB02 4C061/CC06 4C061/DD00 4C061
/HH60 4C061/JJ18 4C061/JJ19 4C061/LL02 4C061/NN05 4C061/NN09 4C061/QQ07 4C061/QQ09 
4C061/RR02 4C061/RR15 4C061/RR25 4C061/RR26 4C061/UU03 4C061/YY14 4C160/MM32 4C161
/AA00 4C161/BB02 4C161/CC06 4C161/DD00 4C161/HH60 4C161/JJ18 4C161/JJ19 4C161/LL02 
4C161/NN05 4C161/NN09 4C161/QQ07 4C161/QQ09 4C161/RR02 4C161/RR15 4C161/RR25 4C161
/RR26 4C161/UU03 4C161/YY14

代理人(译) 松浦 孝
野刚

其他公开文献 JP2008109986A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：远程控制内窥镜处理器的电源管理。 解决方案：第一电
源电路32，其通过LAN电缆连接控制器和多个处理器，并为每个处理器
提供用于启动处理器的电源，第二电源电路32，其在睡眠模式状态下向
系统控制电路21供电，和电源电路34。当从控制器发送用于启动处理器
的命令数据时，系统控制电路21将第一电源电路32接通。另一方面，当
从控制器发送用于停止处理器的操作的命令数据时，系统控制电路21将
第一电源电路32切换为OFF。 点域4

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/75afc5c0-d5d9-4630-9e3f-77d90a18c54a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039329604/publication/JP5033394B2?q=JP5033394B2

